
教第114号議案 

 

「市長の権限に属する教育関係事務の一部を教育委員会に委任し、又は教育次

長その他の教育委員会の職員に補助執行させることについての協議」の一部改

正の申入れに対しての回答について 

地方自治法第180条の２の規定に基づき、令和２年３月26日付神行組第216号で神戸

市長から当委員会宛協議のあった申入れに対し、別紙のとおり回答する。 

令和２年３月30日提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「市長の権限に属する教育関係事務の一部を教育委員会に委任し、又は教育次

長その他の教育委員会の職員に補助執行させることについての協議」の一部改

正について（回答） 

地方自治法第180条の２の規定に基づき、令和２年３月26日付神行組第216号で当委

員会宛協議のあった申入れに対しては、原案のとおり同意する。 

令和２年３月30日 

神戸市教育委員会  

教育長 長 田  淳  
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（参 考）  

   市長の権限に属する教育関係事務の一部を教育委員会に委任し，又は教育次長その他の教育委員   

会の職員に補助執行させることについての協議  ぬきがき  

（  は，改正部分を示す。）  

（現   行） 

    市長の権限に属する教育関係事務の一部を

教育委員会に委任し，又は教育次長その他

の教育委員会の職員に補助執行させること

についての協議 

 （委任） 

１ 地方自治法第180条の２の規定に基づき，神

戸市長の権限に属する教育関係事務のうち，

五色塚公園及び処女塚公園の管理に関する事

務（都市公園法（昭和31年法律第79号）第17

条及び神戸市都市公園条例（昭和 33年３月条

例第54号）第３条に規定する事務を除く。）を

教育委員会に委任する。 

 （補助執行） 

２ 地方自治法           第180条

の２の規定に基づき，神戸市長の権限に属す

る教育関係事務のうち，次に掲げるものを教

育次長その他の教育委員会の職員に補助執行

させる。 

⑴～⑺ 略 

（改 正 案） 

市長の権限に属する教育関係事務の一部

を教育委員会事務局長，教育次長その他

の教育委員会の職員に補助執行させるこ

とについての協議 

     

                     

                    

                    

                    

                    

                    

            

地       自治法第180条の２の規定に基 

       （昭和22年法律第67号） 

 の権限に属する教育関係事務のうち，次 に掲 

                    教

育委員会事務局長，教育次長 
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